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九州大学学内保育施設規程 

平成２３年度九大規程第９０号 

施  行：平成２４年３月１日 

最終改正：令和８年３月２６日 

（令和７年度九大規程第１００号） 

（ 設置 ） 

第１条 九州大学（以下「本学」という。）に、保育施設を置く。 

（ 目的 ） 

第２条 保育施設は、本学の男女共同参画推進事業の一環として、本学の職員及び学生（以下「職員等」

という。）の乳児又は幼児（以下「乳幼児」という。）を保育し、もって職員等の福祉の増進に資する

ことを目的とする。 

（ 保育施設 ） 

第３条 保育施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。 

名  称 設 置 場 所 

ひまわり保育園 福岡市東区馬出３丁目１番１号 

たけのこ保育園 福岡市西区元岡７４４ 

（ 運営 ） 

第４条 保育施設の運営は、総長が指名する理事（以下「担当理事」という。）が掌理する。 

２ 保育施設の運営に関する事項は、男女共同参画推進室において審議する。 

３ 前項の男女共同参画推進室において審議する事項は、次のとおりとする。 

(1) 入園者の選考に関する事項 

(2) 保育施設の予算及び決算に関する事項 

(3) 保育施設の利用及び利用料金に関する事項 

(4) その他保育施設の運営に関する事項 

（ 業務の委託 ） 

第５条 保育施設の保育に係る業務は、学外の託児事業者に委託できるものとする。 

（ 定員 ） 

第６条 保育施設の定員は、第８条に規定する常時保育及び一時保育を合わせて、次のとおりとする。 

(1) ひまわり保育園 ６８名 

(2) たけのこ保育園 ５１名 

（ 休業日 ） 

第７条 保育施設の休業日は、次のとおりとする。 

(1) 日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(3) １２月２９日から翌年１月３日まで 

(4) その他担当理事が定める日 

（ 保育の形態 ） 

第８条 保育の形態は、次のとおりとする。 

(1) 常時保育 １月（月の初日から末日までの期間をいう。）以上の期間継続して実施する保育 

(2) 一時保育 職員等の勤務の都合等に応じ随時実施する保育 

（ 保育時間 ） 

第９条 保育施設の保育時間は、別表１のとおりとする。 
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（ 利用資格 ） 

第１０条 保育施設を利用できる者（以下「利用資格者」という。）は、別表２に掲げるいずれかの者と

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表２に掲げる者以外の者について、担当理事が利用資格者として適当と

認めた場合は、当該者を利用資格者とみなすことができる。 

（ 入園資格 ） 

第１１条 保育施設に入園する資格を有する者（以下「入園資格者」という。）は、別表３に掲げるいず

れかの者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表３に掲げる者以外の者について、担当理事が特に保育が必要であると

認めた場合は、当該者を入園資格者とみなすことができる。 

（ 常時保育の利用申請 ） 

第１２条 常時保育の利用を希望する利用資格者は、本学が指定する日までに所定の利用申請書により担

当理事に申請しなければならない。 

２ 担当理事は、前項の申請内容が適当と認めるときは、これを承認し、申請者にその旨を通知する。 

（ 一時保育の事前登録 ） 

第１３条 一時保育の利用を希望する利用資格者は、本学が指定する日までに所定の一時保育利用の事前

登録申請書により担当理事に申請しなければならない。 

２ 担当理事は、前項の申請内容が適当と認めるときは、これを承認し、申請者にその旨を通知する。 

（ 一時保育の利用申請 ） 

第１４条 一時保育利用の事前登録を行った利用資格者は、基本保育時間の利用を希望する場合は、利用

を希望する日の２日前までに、直接保育施設へ利用の申込みを行わなければならない。 

２ 前項の申込みに当たっては、利用資格者は、あらかじめ当該保育施設へ定員の空き状況を確認するも

のとする。 

（ 病後児保育の利用申請 ） 

第１５条 病後児保育時間の利用を希望する常時保育及び一時保育の利用資格者は、原則として利用を希

望する日の前日までに、直接保育施設へ利用の申込みを行わなければならない。 

２ 前項の申込みに当たっては、利用資格者は、あらかじめ当該保育施設へ病後児専用の保育室の空き状

況を確認するものとする。 

（ ならし保育の利用申請 ） 

第１６条 第１２条第２項により承認を得た利用資格者が入園日前にならし保育を希望する場合は、第１

３条及び第１４条の手続により、ならし保育を行うことができる。 

（ 保育料 ） 

第１７条 保育施設の保育料は、別表４及び別表５に規定するとおりとする。ただし、常時保育の利用資

格者が複数の乳幼児を通園させる場合は、最年長の乳幼児については正規の基本保育料とし、その他の

乳幼児については正規の基本保育料の半額とする。 

２ 常時保育の基本保育料及び月契約を締結した延長保育料は、前納とし、毎月本学が指定する日までに

納入しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると担当理事が認めた場合は、保育料の納入

を猶予することができる。 

３ 常時保育の基本保育料及び月契約を締結した延長保育料の算定は、入園又は退園した日の属する月を

含むものとし、入園又は退園した日が月の中途の場合は、日割計算により算出した額（計算で算定され

た額に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下同じ。）とする。 

４ 月の初日から末日まで利用しない月の常時保育の基本保育料及び月契約を締結した延長保育料は、徴

収しない。なお、当該保育料が既納の場合は、これを返納する。 
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５ 入園又は退園した日が月の中途の場合で常時保育の基本保育料又は月契約を締結した延長保育料が既

納のときは、当該保育料を日割計算により算出し、入園した日よりも前の日数分又は退園した日よりも

後の日数分の保育料を返納する。 

６ 常時保育の延長保育料（月契約を締結した延長保育料を除く。）は、利用した月ごとに後納とし、一

時保育の基本保育料及び病後児保育料は、その都度、利用時間終了時に納入しなければならない。 

（ 基本保育料の減免 ） 

第１８条 常時保育の基本保育料については、利用資格者及びその配偶者が共に学生の場合で、次の各号

のいずれかに該当する世帯であるときは、当該利用資格者の申請に基づき、基本保育料の減免措置を講

じることができる。 

(1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けている世帯 

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第３０号）による支援給付を受けている世帯 

(3) 前年分の所得税額が非課税の世帯 

２ 基本保育料の減免措置を希望する場合は、申請時に前項各号に規定するいずれかの世帯であることを

証明する書類を提出しなければならないものとし、申請時の翌年度以降においても、本学が指定する日

までに同様の書類を提出しなければならないものとする。ただし、やむを得ない事情があると担当理事

が認めた場合は、証明する書類の提出を猶予することができる。 

３ 減免措置を講じる場合の基本保育料は、月額１７，０００円とする。 

（ 給食 ） 

第１９条 常時保育の離乳食開始後の乳幼児の全員に対し、保育施設内で調理する昼食及びおやつ（以下

「給食」という。）を提供する。ただし、第３項により対応できない場合又は利用資格者から特別な事

情により給食の提供を辞退したい旨の申し出があった場合は、この限りではない。 

２ 常時保育の利用資格者は、保育施設の利用申請時に所定の給食申出書を担当理事に提出しなければな

らない。 

３ 食品・食物アレルギー、宗教上の理由等から食べ物に制限がある乳幼児に対しては、利用資格者と相

談の上、特別食を提供することがある。 

（ 給食料 ） 

第２０条 前条第１項の給食の給食料は、月額６，８００円とする。 

２ 給食料は、前納とし、本学が指定する日までに前項に定める給食料を納入しなければならない。ただ

し、やむを得ない事情があると担当理事が認めた場合は、給食料の納入を猶予することができる。 

３ 月の中途から入園若しくは退園した場合又は月の中途から入園若しくは退園した場合で給食料が既納

のときの給食料の算定については、第１７条第３項及び第５項の規定を準用する。 

４ 月の初日から末日まで利用しない月の給食料は、徴収しない。なお、当該月の給食料が既納の場合は、

これを返納する。 

（ 休園 ） 

第２１条 休園（乳幼児が３０日以上保育施設を休むことをいう。以下同じ。）を希望する利用資格者は、

休園を希望する日の２週間前までに所定の休園申請書により担当理事に申請し、その承認を得なければ

ならない。 

２ 担当理事は、利用資格者又は乳幼児が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該乳幼児を休園させ

ることができる。 

(1) 乳幼児が感染症に罹患し、又は罹患している疑いがあるため、他の乳幼児の健康に悪影響を及ぼす

おそれがあり、休園させることが適当と認められるとき。 

(2) 利用資格者又は乳幼児がこの規程又は別に定める遵守事項に違反し、担当理事が休園させることが
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適当と認めるとき。 

(3) その他乳幼児の通園が適当でないと認められるとき。 

３ 利用資格者は、３０日以上の休園期間経過後に復園を希望する場合は、本学が指定する日までに所定

の復園申請書により担当理事に申請し、その承認を得た上で、保育料及び給食料（以下「保育料等」と

いう。）を納入しなければならない。 

４ 月の中途から休園となる場合又は復園する場合の保育料等の算定については、第１７条第３項及び第

５項の規定を準用する。 

（ 退園 ） 

第２２条 担当理事は、利用資格者又は乳幼児が第１０条の利用資格又は第１１条の入園資格を失った場

合は、乳幼児を退園させなければならない。 

２ 担当理事は、利用資格者又は乳幼児が次の各号のいずれかに該当する場合は、乳幼児を退園させるこ

とができる。 

(1) 乳幼児が感染症に罹患し、又は罹患している疑いがあるため、他の乳幼児の健康に悪影響を及ぼす

おそれがあり、退園させることが適当と認められるとき。 

(2) 利用資格者又は乳幼児がこの規程又は別に定める遵守事項に違反し、担当理事が退園させることが

適当と認めるとき。 

(3) ６月以上の休園が見込まれるとき。 

(4) 保育料又は給食料を所定の期日までに納入しないとき。 

(5) その他乳幼児の通園が適当でないと認められるとき。 

３ 利用資格者は、乳幼児の退園を希望する場合は、やむを得ない事情がある場合を除き、退園をする日

の３０日前までに所定の退園申請書により担当理事に申請し、その承認を得なければならない。 

（ 損害賠償等 ） 

第２３条 利用資格者又は乳幼児が、その責に帰すべき事由により保育施設の施設等を損傷し、又は滅失

したときは、利用資格者はその損害の全部若しくは一部を賠償し、又はこれを原状に回復しなければな

らない。 

（ 事務 ） 

第２４条 保育施設の管理運営に係る事務は、事務局各課等の協力を得て、人事部人事企画課において処

理する。 

（ 雑則 ） 

第２５条 この規程に定めるもののほか、保育施設の運営及び利用に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

１ この規程は、平成２４年３月１日から施行する。ただし、第１８条から第２０条までの規定及び第２

２条第２項第５号の規定中給食料に係る部分は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ 九州大学学内保育施設規程（平成２０年度九大規程第１１９号）は廃止する。 

      附 則（平成２７年度九大規程第１３２号） 

 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年度九大規程第８４号） 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年度九大規程第１２２号） 

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年度九大規程第１５９号） 

 この規程は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年度九大規程第１００号） 
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別表１（ 第９条関係 ） 

・保育時間 

保育施設 常時保育 一時保育 

ひまわり保育園 基本保育時間 ７時から１８時 基本保育時間 ７時から２０時 

（３０分単位） 

延長保育時間 １８時から２０時 

（３０分単位） 

病後児保育時間 ７時から１８時 

（３０分単位） 

たけのこ保育園 基本保育時間 ７時から１８時 基本保育時間 ７時から２０時 

（３０分単位） 延長保育時間 １８時から２０時 

（３０分単位） 

別表２（ 第１０条関係 ） 

・利用資格 

保育施設 利用資格者 

ひまわり保育園 （１） 常時保育の基本保育時間及び延長保育時間の利用においては、生後５７日から

小学校就学の始期に達するまでの乳幼児を養育する本学の職員等。 

（２） 一時保育における基本保育時間及び病後児保育時間の利用においては、生後５

７日から小学校就学の始期に達するまでの乳幼児を養育する本学の職員等。ただし、

定員に空きがある場合で保育が可能な場合に限る。 

たけのこ保育園 生後５７日から小学校就学の始期に達するまでの乳幼児を養育する本学の職員等。た

だし、一時保育については、定員に空きがある場合で保育が可能な場合に限る。 

別表３（ 第１１条関係 ） 

・入園資格 

保育施設 入園資格者 

ひまわり保育園 （１） 利用資格者の勤務等の事情により、保育が必要であると認められる生後５７日

から小学校就学の始期に達するまでの健康な乳幼児 

（２） 病後児保育においては、当該保育が可能であると判断できる診断書を提出した

病後の乳幼児 

たけのこ保育園 利用資格者の勤務等の事情により、保育が必要であると認められる生後５７日から小

学校就学の始期に達するまでの健康な乳幼児 

（注） 常時保育において、「保育が必要であると認められる」とは、利用資格者の保護者及び利用資

格者と同一の世帯に属する６５歳未満の者全員が、次の各号のいずれかに該当し、家庭での保育が困

難である状況をいう。 

（１） 昼間に自宅外で１日４時間以上かつ１月１５日以上の仕事をしている。 

（２） 昼間に自宅内で１日４時間以上かつ１月１５日以上の日常の家事以外の仕事をしている。 

（３） 学生として学校等で１日４時間以上かつ１月１５日以上の就学状態にある。 

（４） 出産する予定日の２月以内又は出産した日の翌日から３月を経過していない。 

（５） 疾病、負傷、障害等がある。 

（６） 同居の親族を常時介護・看護している。 

（７） 災害等の復旧作業に従事している。 

（８） 養育している乳幼児が保育施設に入園しており、当該子以外の満１歳に達していない乳幼児

を対象として、育児休業を取得している。（ただし、当該育児休業期間中において、当該子

以外の乳幼児を対象とする入園をすることはできない。） 

（９） その他前各号に類する状態で、保育が必要であると担当理事が認める場合。 
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別表４（第１７条第１項関係） ひまわり保育園 

１．常時保育 

利用時間 年児別 保育料 備考 

基本保育時間 生後５７日から

３歳未満の乳幼

児 

基本保育料 

乳幼児１人当たりの月

額 

５３，０００円

・保育料は、乳幼児の当該年度初日の前日時点

の年齢により決定し、年度の途中で３歳の誕

生日を迎えても、当該年度中の保育料は従前

のとおりとする。また、年度途中で入所した

場合も、同様の取扱いとする。 ３歳から小学校

就学の始期に達

するまでの乳幼

児 

基本保育料 

乳幼児１人当たりの月

額 

３５，０００円

延長保育時間 生後５７日から

小学校就学の始

期に達するまで

の乳幼児 

延長保育料 

乳幼児１人３０分当た

り 

３００円

・利用資格者は１日当たり２時間までを限度と

する一定の時間（３０分単位）を設定し、延

長保育を利用する月契約をすることができ

る。この場合の延長保育料は、３０分２，０

００円を基本月額とし、当該時間を超える場

合は、設定時間に応じて３０分単位ごとに

２，０００円を加算した金額を月額料金とす

る。 

 

２．一時保育 

利用時間 年児別 保育料 備考 

基本保育時間 生後５７日から

小学校就学の始

期に達するまで

の乳幼児 

基本保育料 

乳幼児１人３０分当た

り 

４５０円

・１日当たり５時間３０分を超える利用をした

場合の基本保育料は、一律５，２００円とす

る。 

３．病後児保育 

利用時間 年児別 保育料 備考 

病後児保育時間 生後５７日から

小学校就学の始

期に達するまで

の乳幼児 

病後児保育料 

乳幼児１人３０分当た

り 

４５０円

・１日当たり５時間３０分を超える利用をした

場合の基本保育料は、一律５，２００円とす

る。 
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別表５（第１７条第１項関係） たけのこ保育園 

１．常時保育 

利用時間 年児別 保育料 備考 

基本保育時間 生後５７日から

３歳未満の乳幼

児 

基本保育料 

乳幼児１人当たりの月

額 

５３，０００円

・保育料は、乳幼児の当該年度初日の前日時

点の年齢により決定し、年度の途中で３歳

の誕生日を迎えても、当該年度中の保育料

は従前のとおりとする。また、年度途中で

入所した場合も、同様の取扱いとする。 ３歳から小学校

就学の始期に達

するまでの乳幼

児 

基本保育料 

乳幼児１人当たりの月

額 

３５，０００円

延長保育時間 生後５７日から

小学校就学の始

期に達するまで

の乳幼児 

延長保育料 

乳幼児１人３０分当た

り 

３００円

・利用資格者は１日当たり２時間までを限度

とする一定の時間（３０分単位）を設定し、

延長保育を利用する月契約をすることが

できる。この場合の延長保育料は、３０分

２，０００円を基本月額とし、当該時間を

超える場合は、設定時間に応じて３０分単

位ごとに２，０００円を加算した金額を月

額料金とする。 

 

２．一時保育 

利用時間 年児別 保育料 備考 

基本保育時間 生後５７日から

小学校就学の始

期に達するまで

の乳幼児 

基本保育料 

乳幼児１人３０分当た

り 

４５０円

・１日当たり５時間３０分を超える利用をし

た場合の基本保育料は、一律５，２００円

とする。 

 


